
事 業 評 価 表

作成日：平成21年05月11日事業CD. 0103101 - 04000

事 業 名 福祉医療費支給事業

細事業名

関連法令・条例等 南丹市福祉医療費の支給に関する条例

事業分類： (Ｂ) ソフト事業

事 業 運 営 方 法 直 営 一 部 委 託 全 部 委 託 補 助 等

委 託 先

民間 外郭団体 ＮＰＯ 教育機関 自治会・地縁団体

その他 （
）

（平成 年度迄）

所 管 部 署 名 等

市 民 部

国 保 医 療 課

上段　順弘担当：146

京 都 府 南 丹 市

政策体系CD：

新規事業 時限事業

事業区分

（平成20年度実施事業）

【 事 業 の 概 要 】

①施策で目指す目標との関連付け

　高齢者・障がいのある人が安心して暮らせる自立支援、母子世帯への経済的支援

②事業を実施する必要性

　心身障がい者及び母子等に対し医療費を支給することによって、障がい者等の生活の安定と

福祉の増進を図る。

③未実施事項

　なし

④他に効果が見込める施策があるか

　なし

  

  

○下記の手帳所持者で、所得が一定基準額以下の方について、かかった保険医療費の自己負担

　額を市が負担する。

  

○制度の内訳

京都府制度

　障害者手帳１級、２級、療育手帳Ａ、障害者手帳３級と療育手帳Ｂの重複障害者、母子

  

市制度

　障害者手帳３級、４級、療育手帳Ｂ、精神福祉手帳１級、２級、３級

【 前年度の評価を受けて改善した点等 】

　前年度評価は無し。予算枠配分実施に伴い、平成２０年８月１日より所得制限を拡大し予算

の削減を図るよう市制度（障害）の一部改正を議会に提案したが、対象者数を減少させること

について全会一致で否決された。

【 事  業  費  の  推  移 】

【 主 な 支 出 の 内 訳 】

福祉医療給付費　　151,404千円（扶助費）
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決 算 額 ま た は 計 画 額

う ち 一 般 職 、 嘱 託 職、 臨時 職

給 与 お よ び 共 済 費 等

財

源

内

訳

使 用 料 ・ 手 数 料 等

国 ・ 府 支 出 金

地 方 債

一 般 財 源

職 員 等 従 事 人 員

人 件 費

事 業 費 総 額

【 近隣市町村の取り組み状況 】

　近隣より対象者の範囲を拡大している

【 所 属 長 総 括 評 価 】

①事業執行にあたり議論を重ねた点

　市制度対象者の縮小

②当該事業のアピール事項

　新規対象者には施策担当課から該当者に説明、母子は窓口で照会

③反省点、今後の展開・方向性等

　施策の担当課が総合的に判断する事業であると思われるので事務配分の見直しを検討する必

要がある。平成２１年８月から、市制度（障害）について自己負担金を通院のみ３００円／回を

負担する制度改正施行。

単位 平18決算 平19決算 平20決算 平21予算 平22計画

－

－

－



平成２０年度実施事業
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事　業　活　動　記　録

事業ＣＤ．

政策体系ＣＤ

活動内容

心身障がい者及び母子世帯に対し、医療費を助成した。

福祉医療費支給事業

活動結果

上段　順弘

受給者証は8月1日～翌年7月31日までとなっており、その

とき所得要件を審査して、次年度の受給者証を交付する。

8月～ 平成21年8月からの実施

助成額：151,403,760円年間

7月 滞りなく行われた。

所管部局 市民部

活動日または時期

市制度分（市単費による対象者拡大分）の自己負担額を、

0円から1日300円に改めるべく、条例改正・広報等を行っ

た。


